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訴訟の判決に関するお知らせ 
 

 当社が預金保険機構および株式会社整理回収機構から提起されておりました訴訟に関し、大阪

地方裁判所において、下記のとおり判決がありましたので、お知らせいたします。 
記 

1.訴訟の概要 

（１） 平成 17 年 8 月 10 日に預金保険機構より当社に対し、タニヤマエンジニアリング株式会

社の当社に対する平成 16 年 10 月期利益配当請求権金 4,920 万円の支払いを求める訴えの提起が

大阪地方裁判所にありました。これは、タニヤマエンジニアリング株式会社の当社に対する利益

配当金請求権を預金保険機構が差押えたことに基づく取立訴訟であります。また、預金保険機構

および株式会社整理回収機構より、平成 18 年 6 月 9 日タニヤマエンジニアリング株式会社の預金

配当手続に関して、当社の配当受取額 135 万 2527 円をゼロにして、預金保険機構ならびに株式会

社整理回収機構に当社の配当受取額をそれぞれ支払うよう配当異議の裁判を提起されておりまし

た。 

この訴訟に対して、当社は、タニヤマエンジニアリング株式会社に対して有する相生産業株式

会社のタニヤマエンジニアリング株式会社の連帯保証契約に基づく保証債務履行を求める正当な

権利を有すると主張し、係争中でありました。 

（２） 平成 17 年 11 月 8 日に株式会社整理回収機構より当社に対して、当社普通株式株券 240

万株の引渡しを求める訴えの提起が大阪地方裁判所にありました。これは、タニヤマエンジニア

リング株式会社の当社に対する預託株券引渡請求権を株式会社整理回収機構が差押えたことに基

づく取立訴訟であります。これに対して、当社は当社の相生産業株式会社向け貸付金に対するタ

ニヤマエンジニアリング株式会社の当社に対する連帯保証債務に基づく正当な譲渡担保権を有す

ると主張し、係争中でありました。 

2.判決の内容 

(1)については、平成 19 年 3 月 20 日被告である当社の主張を認め、原告の請求を棄却する判決が

ありました。 

 

(2)については、平成 19 年 3 月 28 日原告である株式会社整理回収機構の主張を認め、当社の保有

する預託株券を引渡しを命ずる判決がありました。 

 

3.今後の見通し 

 当社は、(2)の判決に対して本日開催の当社取締役会において控訴することを決定いたしました。 

以 上 


